
2023 年度千葉県手話通訳者実技指導講師登録試験開催要項 

 

 

１【趣旨】 

 手話通訳者の養成・指導にあたり必要な手話指導技術及び専門知識の試験を行い、登

録制度を設けることで講師派遣を行うことを目的とする。 

 

２【期日・会場】                                                   

・審査期日 2024 年 2 月 25 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

・会  場 千葉聴覚障害者センター 

 

３【審査内容】（千葉県手話通訳者実技指導講師登録試験選考要綱第４条による） 

（１）手話技術（実地試験） 

ア 手話による表現 

イ 手話の読み取り 

（２）手話指導技術（実地試験） 

（３）知識に関すること 

（４）面接試験 

 

４【受験資格】 

手話通訳者実技指導講師の登録試験を受けようとする者は、試験日現在満20歳以上で、

千葉県手話通訳者実技指導講師養成講座を修了した者。且つ、次の各号の一つに該当す

る者でなければならない。 

 （１）千葉県登録手話奉仕員実技指導講師 

 

５【申請】 

受験希望者は、別紙「2023 年度千葉県手話通訳者実技指導講師登録試験受験申請書」

で申し込むこと。 

 ・申請方法 同上申請書に写真（3ｃｍ×4ｃｍ）２枚を添えて、千葉聴覚障害者センタ

ー宛に申請する。その内の１枚は、申請書に貼付すること。 

・申請期間 2024 年 2 月 3 日（土）～2024 年 2 月 13 日（木）当日消印有効 

 

６【受験票】 

受験申請書を審査の上、要件を満たしている場合には、後日、本人宛に受験票等を送

付する。 

 

７【受験料】 

受験料は５,０００円 （交通費等は別途自己負担とする） 

 



８【合否の通知】 

受験者には、受験日から１ヶ月以内に試験の結果を受験者全員に通知する。 

 

９【決定後の措置】 

  合格者には、後日、授与式及び研修を行うものとする。 

・授与 千葉聴覚障害者センター所長は、標記試験に合格した者を千葉県手話通訳者               

実技指導講師として登録し、合格証を授与する。 

・研修  千葉県手話通訳者実技指導講師登録試験の合格者は、千葉聴覚障害者センタ

ー主催の研修や行事等に積極的に参加することとする。 

 

10【申込み・問い合わせ先】 

  〒260-0022 千葉市中央区神明町 204-12  

 (社福)千葉県聴覚障害者協会 千葉聴覚障害者センター 

        千葉県手話通訳者実技指導講師登録試験審査委員会事務局  

FAX：０４３－３０８－６４００ 

TEL：０４３－３０８－６３７３ 

 

 


